
小計 配点 得点

〔設問１〕 (66) 0

法定相続分の指摘 4

生命保険の相続財産該当性

・原則的に相続財産にあたらないこと 5

・特段の事情の指摘 5

あてはめ

　原則的にＡの相続財産にあたらないこと

　生命保険額と相続財産の比率

　ＣらがＡの同居家族で，事業の手伝いや介護をしていたこと

　Ｆらが財産の一定額を確保できること

特別受益の定義・解釈 4

特別受益のあてはめ①（Ｇへの３０００万円） 4

特別受益のあてはめ②（Ｃへの月額３０万円）

・不動産事業を行っていたこと

・Ｃの業務内容

・Ｃの業務の対価性

寄与分の定義・解釈 4

寄与分の対象 6

Ｄの介護の寄与相当性 6

寄与分の認定額 4

〔設問２〕 (14) 0

遺言無効確認の訴えの指摘 3

遺言無効確認の訴えの概要（無効事由） 4

遺留分減殺請求の指摘 3

遺留分減殺請求の概要（遺留分割合・手続の概要） 4

裁量点 (20) 20

合　計 (100) 100 0
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